
【審査請求の流れ】 
 

 

①審査請求書の提出   審査請求人が審査庁（品川区長）に提出し

ます。         
     

 

②弁明書の提出      処分庁が審査庁に審査請求に対する弁明
書を提出します。 

 

 

③反論書の提出       弁明書に反論がある場合に、審査請求人が

審査庁に反論書を提出します。 

                    （再弁明書・再反論書の提出を求める場合

もあります。） 

 

④審議会への諮問      審査庁から第三者機関である情報公開審

議会または個人情報保護審議会に意見

を求めます。 

 

 

⑤審議会からの答申    審議会の審議の結果を審査庁に報告 

します。 

 

 

  ⑥ 裁 決                審議会の答申を踏まえ、区としての 

裁決を行い審査請求人に裁決書を 

送付します。 

 

 

◆裁決が原処分妥当との結論の場合は以上で終了となります。 

◆処分の全部又は一部を取り消すとの裁決がなされた場合、処分庁は処分のやり直し 

を行い、審査請求人に改めて通知いたします。 


